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労働社会保険制度をめぐる法改正、人事労務管理のトレンドを正射必中します

【特集】10月からの制度改正④（おまけ）

ここがポイント

10月より都道府県別の地域別最低賃
金も改定されます。今年度は、原材料
費の高騰や消費者物価の上昇を受けて
全国の加重平均では31円と、過去最高
の引上額となりました。首都圏の最低
賃金は以下のとおりとなります。
※（ ）は昨年度の額
• 東京都：1,072円（1,041円）
• 神奈川：1,071円（1,040円）
• 埼玉：987円（956円）
• 千葉：984円（953円）
• 茨城：911円（879円）

10月から施行される「労働者協同
組合」とは、どのようなものです
か？
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今年の10月は労働社会保険制度の分野で多くの法改正が行われ、改正事項のインパクトでいえば
働き方改革のとき以来の濃い内容で網羅されています。先月号まで3回シリーズでお届けする予定
でしたが、改正事項が想定外に多岐にわたったため、急きょ連載を今月号まで延長します。

⚫ 最低賃金の改定
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労働者協同組合とは「労働者協同組
合法（令和2年公布）」に基づき制度
化された組織です。
組合員の出資により事業が運営され、

営利法人やNPO法人では対応しきれな
い介護、障害福祉、子育て支援、地域
づくり等の分野で機能することを期待
されています。

雇用保険料率の引き上げ

雇用保険料率は通常4月に改定されるのが一般ですが、今年度は4月の改定に加えて10月にも改定
される2段階改定となります。

期間 令和４年4月1日～令和４年9月30日 令和4年10月1日～令和5年3月31日

業種 被保険者負担率 事業主負担率 合計 被保険者負担率 事業主負担率 合計

一般 3 6.5 9.5 5 8.5 13.5

建設 4 8.5 12.5 6 10.5 16.5

清酒・農林水産 4 7.5 11.5 6 9.5 15.5

雇用保険料率表（令和4年度） ※単位は1000分率

賃金の締切日と支払日によって、給与計算時の雇用保険料を変えるタイミングが変わります。
ケース①：賃金締切日が15日、支払日が当月25日の場合⇒10月25日支払の給与から変更
ケース②：賃金締切日が末日、支払日が翌月10日の場合⇒11月10日支払い給与から変更
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掲載している内容を無断で複写又は使用することを禁止します

浜焼き

個人情報の保護に敏感です
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豊富な栄養素をバランスよく持つところから
「海のミルク」と称されます。
大別すると岩牡蠣と真牡蠣に分けられます。

岩牡蠣は夏が旬ですので、この季節に水揚げ解
禁のニュースになるのは真牡蠣です。
産地でいえば広島や宮城がまず思い浮かびま

すが、近年の豪雨や震災でカキ棚が大きな打撃
を受け、再生の途を模索しています。
右の写真は、コロナ禍以来、久しぶり奥房総

に出かけた際にいただいた浜焼きです。
生産者の尽力に敬意をはらうあまり、

オイスター、いや“追い牡蠣”しすぎて、
懐をさすって一句。
「かき喰えば 金が無くなり 房州路」

DCも改正

10月から確定拠出年金制度（DC）も改正されます。企業型確定拠出年金（企業型DC）と個人型確定
拠出年金（ iDeCo）の制度間におけるアクセシビリティを強化する内容です。具体的には、企業型DC
を導入している場合で、iDeCoと同時加入するときの要件が緩和されました。
従来まで企業型DCの加入者がiDeCoの加入も希望するには、規約でiDeCoに同時加入できることを

定め、かつ、事業主掛金の上限を引き下げた場合に限って同時加入することができました。
これが本人の意思のみでiDeCoの利用が選択できるようになりました。
企業型DCとiDeCoに同時加入するための条件は概略すると3点になります。

① 掛金の上乗せ（マッチング拠出）とiDeCo加入のいずれかを選択
② 会社掛金とiDeCoの掛金の合計額は5.5万円/月以下
③ iDeCoの掛金限度額は2万円/月以下
マッチング拠出は会社掛金の額を超えることができないため、会社掛金が低い場合は、
iDeCoを選択することによって多く拠出できるようになります。
現在、企業型DCの加入者は約750万人と推計されています。 iDeCoとの併用が拡充

されることによって導入を検討する企業も増えるかもしれません。


